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面積 備考

　

大和都市計画生産緑地地区の変更（橿原市決定）

都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

約５９．３７ha 地区数　３５３

理由

　市街化区域内の農地等について、農林漁業と調和した良好な都市環境の

形成に資するため、生産緑地地区の指定を行ったところであるが、生産緑

地法上、生産緑地地区内において行為制限が解除に至っているものについ

て、所定の変更を行うものである。
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生産緑地地区増減一覧表

買取申出書
（案件別概要）

申出日 変更理由 所在地
変更前
（㎡）

変更後
（㎡）

増減
（㎡）

地区番号 総括図・計画図

1 R7.2.21 買取申出(30年経過）
菖蒲町2丁目

1599番1・1602番2
446 0 -446 504 1

2 R7.3.11 買取申出(30年経過）
大軽町

319番1・319番2・324番3
1,539 991 -548 494 1

3 R7.3.19 買取申出（故障） 鳥屋町1224番・1261番 2,092 1,752 -340 463 2
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総括図①（地区番号504・494）

…削除箇所
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計画図①（地区番号５０４・４９４）

凡 例 

 
生 産 緑 地 地 区 

追 加 箇 所       

 
生 産 緑 地 地 区 

削 除 箇 所       

 
生 産 緑 地 地 区 

（ 既 決 定 地 ） 

 
一団の生産緑地と 

みなしているもの 

504

49
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総括図②（地区番号463）

…削除箇所
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凡 例 

 
生 産 緑 地 地 区 

追 加 箇 所       

 
生 産 緑 地 地 区 

削 除 箇 所       

 
生 産 緑 地 地 区 

（ 既 決 定 地 ） 

 
一団の生産緑地と 

みなしているもの 

計画図②（地区番号４６３）

463
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